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実施スケジュール
実施回数 ホテル・旅館 飲食店

第1回
①講義：HACCPについて
②調理場ウォークスルー
③衛生度の確認、測定器の校正

①講義：HACCPについて
②手洗いの確認実験
③演習：メニューのグループ分け

第2回
①講義：危害要因分析
②演習：危害要因分析の実施

①講義：重要管理点と妥当性確認
②調理場ウォークスルー

第3回
①危害要因分析の結果確認
②講義：重要工程の管理手順
③重要工程の管理手順の作成

①講義：一般衛生管理
②演習：一般衛生管理の記述
③講義：一般衛生管理の実施記録

第4回
①重要工程の管理手順の結果確認
②一般衛生管理手順の作成

①講義：重要管理ポイントの決定
②演習：重要な管理ポイントの検討
③講義：重要な管理ポイントの記録
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HACCPシステムとは

ＨＡＣＣＰ：危害要因分析と重要管理点（管理方式）
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Ｈ：hazard
Ａ：analysis
Ｃ：critical
Ｃ：control
Ｐ：point

危害要因分析
（工程中の危害要因を明確化する）

重要（必須）管理点
（重要な工程を徹底的に管理
する）
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HACCPの7原則12手順
原則 手順 内容

１ HACCPチームの編成

２ 製品の特性を記述

３ 使用方法を記述

４ フローダイアグラム

５ フローダイアグラムに基づいた現場確認

１ ６ ハザード分析

２ ７ 重要管理点（ＣＣＰ）の設定

３ ８ 許容限界（ＣＬ）の設定

４ ９ モニタリング方法の設定

５ １０ 改善措置の決定

６ １１ 検証方法の設定

７ １２ 記録の維持管理
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NPO法人奈良県HACCP研究会



HACCP取組みの流れ
自社の製品に関係する様々な情報を集める。

発生する可能性がある、食中毒などの事故の
要因を想定して書き出す。

不具合が起こった場合に事故に直結する可能
性の高い重要な工程を特定する。

その工程の管理方法と不具合が起こった場合
の処置の手順を決める。
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危害の発生を未然に防止する
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HACCPで作成する文書の例：①製品説明書

原材料や製品の
特性、関連する
基準を記述する



②製造工程一覧図
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全ての原料と工程の段階を
記述する
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③危害要因分析表
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④HACCPプラン

不具合時の対応手順

決めた手順の確認と
順守確認

重要な工程の確認
方法



標準的なＨＡＣＣＰでは

・製品ごと（工程の種類ごと）に文書を作成

・製品の追加、変更があれば文書を修正・追加

・加工工程は機械の使用、工程のモニタリング
（測定）は数値管理が中心

・大量生産している製造メーカーでの活用が多い
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メニューが複雑で変更が多い飲食店での
利用は困難
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今回取組んだＨＡＣＣＰ
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製品ごと
（メニュー）

グループごと
（共通プロセス）

プロセスアプローチ通常のアプローチ

プロセスアプローチ
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メニューのグループ化

共通プロセスを持つメニューのグループ化

グループ１：加熱しない食品

グループ２：加熱して提供する食品
（２－１）加熱後、すぐに提供する食品

（２－２）加熱後、高温保管する食品

グループ３：加熱と冷却をくりかえす食品
（３－１）加熱後、冷却し、冷たいまま提供する食品

（３－２）加熱後、冷却し、再加熱して提供する食品
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メニューをグループ別に区分する
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プロセスアプローチの特徴とメリット

○特徴：メニューを分類して検討し、分類ごとに管
理方法を定める
⇒これまでは製品（メニュー）ごとに検討する
必要があった。

○メリット

・分類（グループ）単位で検討するので効率的

・メニューが変更、増加した時も新たに作成する
必要がない（確認、検討は必要）
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メニューが複雑で変更の多い飲食店に向いている
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導入の流れ（ホテル・旅館）
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START

２．調理工程一覧図の作成

４．重要管理点（CCP）の決定

・調理工程を作業ステップに分解して記述

・グループごとに、作業ステップ単位で実施し、
危害分析ワークシートに記述する

１．メニューのグループ分け

５．重要管理点の管理方法の決定

注）作業ステップとは

受入、保管、準備、加熱、冷却、盛付など、どのメニューにも当てはまる、
おおまかな作業の括り（ステップ）のこと

３．危害要因分析の実施
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１．メニューのグループ分け

グループ メニューの例

（１）加熱しないもの 刺身、サラダ、冷奴、酢の物など

（２）加熱して提供するもの 焼き物、蒸し物、揚げ物など

（３）加熱と冷却をくりかえ
すもの

お浸し、再加熱するスープ、冷た
くする炊合せなど
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２（２）．調理工程一覧図の作成

作業のステップ 1 2 3

(原材料） 牛ロースブロック肉 塩 胡椒

受入 生食用／加熱用 加熱用

保管 温度帯 冷蔵 常温 常温

準備 内容 下処理（肉類）

下味付け ← ←

表面焼く

冷却(冷蔵庫）

真空パック

加熱 内容 湯せん器

設定温度 ６２℃

設定時間 ２時間～２時間３０分

冷却 内容 水冷（氷水）

保冷 内容 冷蔵庫

再加熱（加温） 内容 湯せん器

設定温度 ６２℃

設定時間 １時間

保温 内容 温蔵設備

設定温度 ９０℃

盛付 内容 カット

手

提供
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２（３）．危害要因分析の実施
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（１）
作業の
ステップ

（２）

（１）のステップ
で発生が予想
される危害要
因は何か？

（３）

（２）で記述し
た危害要因
は重大か？
（注１）

（４） （３）欄の判断をした理由 （５）

（３）欄で重大と判断
した危害要因による
事故をどの様に防止
するか？

（６）

この作業は重
要か？
（ＣＣＰか）注２

はいの場合：発生する要
因を記入⇒（５）欄へ

いいえの場合：衛生管理
でどのように防止するか
を記入

１．受入

《生物的》
微生物の存在

はい ・いいえ

原材料由来の微生物汚
染

４．加熱工程により管
理する

はい ・いいえ

《化学的》
なし はい ・いいえ はい ・いいえ

《物理的》
なし はい ・いいえ はい ・いいえ

４．加熱

《生物的》
微生物の生残

はい ・いいえ

加熱温度及び時間の不
足

適切な加熱による管
理

はい ・いいえ

《化学的》
なし はい ・いいえ はい ・いいえ

《物理的》
なし はい ・いいえ はい ・いいえ
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危害要因分析～重要管理点の決定手順

（１）グループ別に考える

（２）主な作業ステップを列挙する

（３）作業ステップごとに、危害要因（ハザード）の列挙

（４）危害要因の評価

★重大な危害要因（ＨＡＣＣＰにより管理すべき危害要因）の決定

危害要因の起こりやすさと健康被害の重篤度から評価

ただし、一般衛生管理で対処できる場合は除く

（５）管理方法の決定

★重要管理点（ＣＣＰ：クリティカル コントロール ポイント）の決定

重大な危害要因を管理する作業ステップと管理方法の決定
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導入の流れ（飲食店）
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START

２．手引書を利用して重要管理点の
チェック方法を決定

１．メニューのグループ分け

・調理条件を記述
・出来上がりのチェック方法を記述

グループ単位で決定
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メニューのグループ分け（例）

メニュー名

グループ１ グループ２ グループ３

非加熱のもの 加熱するも
の

加熱後、高
温で保管す
るもの

加熱後冷却
し、再加熱す
るもの

加熱後、冷
却するもの

メニュー①

香の物
季節のフルーツ
（お造り）

釜めし 赤だし 小鉢

メニュー②

サラダ
香の物
季節のフルーツ

釜めし
天ぷら

赤だし 付出し
炊き合せ

メニュー③

付出し
季節のフルーツ
香の物

釜めし
天ぷら

赤だし

メニュー④

サラダ
香の物
フルーツ

釜めし 赤だし 炊き合せ
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重要管理ポイントのチェック方法の例

分類 メニュー チェック方法

非加熱のもの
（冷蔵品を冷
たいまま提供）

刺身、冷奴 冷蔵庫より取り出したらすぐに提供する

加熱するもの
（冷蔵品を加
熱し、熱いまま
提供）、加熱し
た後、高温保
管を含む

ハンバーグ
焼き魚

焼き鳥
唐揚げ

火の強さや時間、肉汁、見た目で判断する

魚の大きさ、火の強さや時間、焼き上がり
の感触（弾力）、見た目で判断する
火の強さや時間、見た目で判断する

油の温度、揚げる時間、油に入れるチキン
の数量、見た目で判断する

加熱後冷却し
再加熱するも
の、または加
熱後冷却する
もの

カレー、スープ、
ソース、たれ、
ポテトサラダ

加熱後速やかに冷却
再加熱時の気泡、見た目、温度など
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グループごとの重要管理点（CCP）

受入

保管

準備

盛付

提供

受入

保管

準備

加熱

盛付

提供

受入

保管

準備 加熱

盛付

提供

冷却

グループ１：加熱し
ないもの

グループ２：加熱
するもの

グループ３：加熱後
冷却するもの

ＣＣＰはグループ毎に概ね特定されている

全
体
で
防
止

重要

重要

重要
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グループ１（加熱しないもの）
の考え方

「付けない」（清掃・洗浄）

「増やさない」（温度管理）
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但し、メニューや提供方法によっては重要
管理点として対策すべきこともある

基本は一般衛生管理
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グループ１でも重要なポイント
（ＣＣＰ）として管理したい事例
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例１）サラダ（団体用に提供）
大量に処理すると洗浄が難しい（危険大）
⇒野菜の消毒をＣＣＰとし、濃度・時間を管理

例２）サバのきずし
アニサキスが存在している可能性

⇒受入れをＣＣＰとし、原料が冷凍されたもので
あることを確認

管理ミスが起こり易い作業、起こると大事故になる
作業ＣＣＰとして重点的に管理する

NPO法人奈良県HACCP研究会



今後の動き
○重要管理点の管理手順を定める

＊現在実施している管理方法が適切かどうかを
確認（妥当性確認）する必要がある

＊記録の手順を定める

※今回は代表メニューで実施したので、今後は
他のメニューについても追加する。

○一般衛生管理手順を定める

＊具体的な衛生管理（受入管理、清掃・洗浄、温
度管理など）の手順

＊記録の手順を定める
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ＨＡＣＣＰの考え方に基づく衛生管理

（１）衛生管理計画の策定

（２）計画に基づく実施

（３）確認・記録
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自社に合った手順とすることが大切
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ご清聴ありがとうございました
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